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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
三
号

介
護
職
種
に
つ
い
て
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
規

定
す
る
特
定
の
職
種
及
び
作
業
に
特
有
の
事
情
に
鑑
み
て
事
業
所
管
大
臣
が
定
め
る
基
準
等
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
三
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
技
能
実
習
の
内
容
の
基
準
）

（
技
能
実
習
の
内
容
の
基
準
）

第
一
条

介
護
職
種
に
係
る
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実

第
一
条

介
護
職
種
に
係
る
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実

法

務

省

法

務

省

習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年

令
第

習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年

令
第

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省

三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
告

三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
告

示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

技
能
実
習
生
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
技
能
実
習
の
区
分
に
応
じ
、

一

技
能
実
習
生
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
技
能
実
習
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
二
号
技
能
実
習
及
び
第
三
号
技
能
実
習

日
本
語
能
力
試
験
の
Ｎ

ロ

第
二
号
技
能
実
習

日
本
語
能
力
試
験
の
Ｎ
３
に
合
格
し
て
い
る
者

３
に
合
格
し
て
い
る
者
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と

そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

認
め
ら
れ
る
者

二

（
略
）

二

（
略
）

附

則

第
二
号
技
能
実
習
に
つ
い
て
、
技
能
実
習
生
が
次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に

（
新
設
）

は
、
当
分
の
間
、
当
該
技
能
実
習
生
は
第
一
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
も
の
と
み
な
す
。

一

介
護
の
技
能
、
技
術
又
は
知
識
（
次
号
に
お
い
て
「
技
能
等
」
と
い
う

。
）
の
適
切
な
習
熟
の
た
め
に
、
日
本
語
を
継
続
的
に
学
ぶ
意
思
を
表
明

し
て
い
る
こ
と
。

二

技
能
実
習
を
行
わ
せ
る
事
業
所
の
も
と
に
、
介
護
の
技
能
等
の
適
切
な

習
熟
の
た
め
に
必
要
な
日
本
語
を
学
ぶ
こ
と
。


